
備 考 見積書は，所定の様式(別記様式)を使用してください。代表者印の押印は省略可能
です。また，代表者印の有無に関わらず，見積書原本の提出は不要とします。

見積書はFAX又は持参してください。FAXにより見積書を提出した場合は，必ず契約
課に到達確認をしてください。

本案件は，契約書を作成する場合電子契約が可能であるため（請書による場合を除
く。），希望する場合は，見積書提出時に『別記様式「電子契約利用承諾書」』を
電子メールの方法により契約課（kc-050500@city.kochi.lg.jp）に提出してくださ
い。（※『別記様式「電子契約利用承諾書」』：契約課ホームページ-お知らせ-電
子契約サービスの導入について）

競争見積の結果(決定業者名及び決定金額)については，契約相手方が決定し次第，
速やかに契約課執務室において閲覧に供するとともに契約課ホームページに掲載し
ます。なお，決定業者の方には電話にて連絡のうえ，FAXで決定通知書を送付しま
す。

その他の条件等については，「物品の買入れ等におけるオープンカウンター方式(
自由参加型競争見積)の実施に関する要領」に示すとおりとします。
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提 出 先 ：

無

令和８年１月２６日

桑　名　龍　吾

地域要件が「市内業者」である者

物品の買入れ等におけるオープンカウンター方式(自由参加型競争見積)の実施に関
する要領第４条第１項に規定する参加者資格要件を満たす者

ア・イのうち物件等競争入札参加資格者名簿において営業種目における区分が「災
害用備蓄食料(1304)」で登録している者

（高知市総務部契約課物品契約担当）

契約事務担当

福祉避難所用備蓄食料品

一式

令和８年３月２７日（金）

高知市役所　本庁舎２階　健康福祉総務課

ア

イ

(1)

ウ

高知市長

契約課物品・業務委託契約担当

見 積 参 加 者
の 資 格 要 件

見 本 の 閲 覧

質 疑

見積書提出期間

調 達 依 頼 課

案 件 番 号

発 注 形 態

７－１０８

令和８年２月２日（月）から令和８年２月３日（火）　１５時００分まで

高知市役所本庁舎３階　契約課　物品・業務委託契約担当

別紙仕様書のとおり

納 入 期 限

納 入 場 所

仕様・規格等

見積書提出場所

提 出 期 限 ：

　質疑回答は，質疑書提出締切日の翌開庁日中に総務部契約課執務室において閲覧に付
すとともに契約課インターネットホームページに掲載します。

TEL：088-823-9414 FAX：088-823-9496

オープンカウンター方式(自由参加型競争見積)による物件調達について

健康福祉総務課　TEL:088-823-9440　FAX:088-823-9381　担当:宮地・渡辺

(2)

物品の買い入れ

数 量 等

令和８年１月２８日（水）　１２時００分まで

健康福祉総務課

案 件 名



１ 物件名称・数量：福祉避難所用備蓄食料品　一式　（内訳は「２　規格・条件等」のとおり）

２　規格・条件等

番号 品目 性能・機能に関する要件

３　同等品承認

４　納入期限 令和８年３月27日（金）

５　納入場所 高知市役所（高知市本町５丁目１番45号）

　  本庁舎２階　健康福祉総務課
　　※搬入に関する打ち合わせは、健康福祉総務課 宮地・渡辺まで 

６　その他
納品書及び請求書は、本市担当者の指示に従い、提出すること。
物品の納入に関し必要な経費は，見積金額に含めること。
決定業者は決定後速やかにそれぞれの金額が分かる内訳書を提出すること。
納品物が傷付かないように対応を行い、担当者と日時を打ち合わせの上、納品すること。
納品時に発生するごみ類は、適正に処分すること。
その他、仕様に関し疑義が生じた場合は、本市担当者と協議のうえ決定すること。

仕　様　書

納入数量

1
アルファ米（白が
ゆ）

・白がゆ
・製造年月が令和７年10月以降であり、製造日から常温で７年以
上保存可能であること
・アレルギー特定原材料等28品目不使用のものとする
・お湯又は水を加えることで調理が完了するもの
・出来上がり量が、１食あたり340g程度であるもの
・スプーン等が付属していること
・１箱50食入とすること
※例示品：まつや　まつやの白がゆ【スプーン付】

12箱

例示品以外で納入しようとする場合は、同等品承認願出書にカタログ等仕様の分か
る書類を添えて健康福祉総務課まで提出し承認を得ること。なお、例示品に備わる
規格であっても当仕様に記載する事項以外は不問とする。
同等品承認願出書提出期限：令和８年１月30日（金）17時

2
アルファ米（白がゆ
以外のおかゆ）

・白がゆ以外の、味付けされたおかゆ状の製品（味は問わない）
・全て同一製品で統一すること
・製造年月が令和７年10月以降であり、製造日から常温で７年以
上保存可能であること
・アレルギー特定原材料等28品目不使用のものとする
・お湯又は水を加えることで調理が完了するもの
・出来上がり量が、１食あたり340g程度であるもの
・スプーン等が付属していること
・１箱50食入りとすること
※例示品：まつや　ライスるん【スプーン付】

13箱

3 とろみ剤

・スティックタイプであること
・１箱あたり２ｇ以上×50本入が10袋入っていること
・袋の包装を解くことなく、１箱あたり総量１kg以上を満たすこと
・製造年月が令和７年10月以降であり、製造日から常温で２年以
上保存可能であること

３箱

4 長期保存水

・１箱あたり２L×６本入りであること
・製造年月が令和７年10月以降であり、製造日から常温で12年以
上保存可能であること
※例示品：DSW ＰＲＥＭＩＵＭ 12 ＹＥＡＲＳ ２L

10箱

お問い合わせ先
〒780－8571 高知市本町５丁目１番45号

高知市健康福祉総務課（本庁舎２階）

担当：宮地・渡辺

TEL：088-823-9440

FAX：088-823-9381


